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第十五改正日本薬局方の一部改正等について

標記について、平成 21年 3月 31日 厚生労働省告示第 190号 をもって、「日本

薬局方の一部を改正す る件」が別添 1の とお り公布 され、同日から適用 されることと

されたところであり、また、これに伴い、第十五改正 日本薬局方 (平成 18年 厚生労

働省告示第 285号 。以下 「粟局方」 とい う。)の 参考情報を別添 2の とお り改正す

ることとしたので、下記の事項に御留意の上、関係者に対する周知徹底及び指導に御

配慮いただきたい。

記

第 1 薬 局方の一部改正の要点について

今回の薬局方の一部改正は、日本栗局方、欧州薬局方、米国薬局方の三薬局方で

の国際調和に関連 した事項等について、
~般 試験法等の見直 しを行 うものであ り、

その内容は、以下のとお りである。

1,一 般試験法の改正
‐

(1)405 微 生物限度試験法

クロス トリジアの試料調製方法を変更するとともに、サルモネラ試験の

XLDカ ンテン培地の鑑別特性の試験菌株 としてE Cθれを削除する等の改正

を行ったこと。

(2)4.06 無 菌試験法

培地使用期間のバ リデーシヨンの実施、市販粉末培地の性能試験の調製

バッチごとの実施を規定する等の全面的な改正を行ったこと。

(3)609 崩 壊試験法

補助盤の満の深 さについて改正を行つたこと。

(4)610 溶 出試験法



回転バスケ ッ ト及びパ ドル法による即放性製剤の試験液の液量につい

て、記載の整備を行ったこと。

2.リ ュウコツの規格の改正及び リュウコツ末の新規収載に伴 う改正

(1)生 栗総則

リュウコツ末の新規収載に伴い、生乗総則を適用する生薬 として、リュ

ウコツ末を追加 したこと。

(2)医 薬品各条 (生栗等)

エキス剤又は浸剤 ・煎剤に用いるリュウコツについて、ヒ素の試験方法

及び規格値 を追加 したこと。また、(1)に 伴い、 リユウコツ末の規格を

新規収載 したこと。

第 2 薬 局方の参考情報について

次に掲げる参考情報について改正を行ったこと。

14.第 十五改正日本薬局方における国際調和

第 3 そ の他

1.参 考情報の取扱い

参考情報は、医薬品の品質確保の上で必要な参考事項及び栗局方に収載 された

医薬品に関する参考 となる試験法を記載 したものであり、栗局方に収載 された医

薬品の適否の判断を示すものではないこと。

2.経 過措置について

本改正に伴い、平成 22年 9月 30日 までに承認事項一部変更承認 申請等の必

要な措置を行 うよう指導すること。また、栗事法第 50条 (直接の容器等の記載

事項)、第 55条 (販売、授与等の禁止)及 び第 56条 (販売、製造等の禁止)

に抵触することがないよう、遅滞なく本改正による改正後の基準に改めさせるこ

と。
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( 号外第 6 7号 )報平成 21年 3月 3 1日  火 曜 日 官

Ｏ
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則

第
二
十
条
の
二
の
三
第

二
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を

定
め
る
件

（同
二
〇
三
）

○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二

十
九
粂
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共

団
体
が
負
担
す
べ
き
金
額
に
関
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
二
〇
四
）

０
万
国
郵
便
条
約
の
施
行
に
伴
う
通
常
郵
便

に
関
す
る
施
行
規
則
の
件
の

一
部
を
改
正

す
る
件

（同
二
〇
五
）

０
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
身
分
を
示
す
証

明
書
を
定
め
る
件

（同
二
〇
六
）

○
国
が
行
う
縮
助

の
対
象
と
な
る
緊
急
消
防

援
助
隊

の
施
設
の
基
準
額
の

一
部
を
改
正

す
る
件

（同
工
〇
七
）

Ｏ
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
三
十

三
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と

み
な
さ
れ
る
市
町
村
の
区
域
を
公
示
す
る

件

（総
務

・
農
林
水
産

・
国
土
交
通
二
）

Ｏ
平
成

二
十

一
年
度
分
の
予
算
に
つ
い
て
、

財
政
法
第
三
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

支
出
負
担
行
為
の
実
施
計
画

に
つ
き
財
務
大
臣
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
経
費
を
定
め
る
件

（財
務

一
①

一
）

Ｏ
関
税
暫
定
措
置
法
第
八
条
の
四
第

一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、

平
成
二
十

一
年
度
に
お

け
る
限
度
額
等
を
定
め
る
件

〈同

一
〇
二
）

Ｏ
関
税
暫
定
措
置
法
第
八
条
の
四
第

一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、

特
定
特
恵
鉱
工
業
産
品

等
に
つ
い
て
、

輸
入
額
等
が
限
度
額
等
を

超
え
る
こ
と
と
な

っ
た
特
定
特
恵
鉱
工
業

産
品
等
及
び
月
を
告
示
す
る
件

（同

一
〇
三
）

０
指
定
保
税
地
域
の
指
定
を
取
り
消
す
件

（同

一
〇
四
）

Ｏ
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
別
表
第

一
第
十
四
号
の
下
欄
の
規
定
に
基
づ
く
告

示
に
関
す
る
件

（財
務

，
経
済
産
業

一
）

Ｏ
平
成
二
十

一
年
度
に
お
い
て
司
書
及
び
司

書
補
の
講
習
を
実
施
す
る
件

（文
部
科
学
五
九
）

Ｏ
学
校
環
境
衛
生
基
準

（同
六
〇
）

Ｏ
学
校
給
食
実
施
基
準

（同
六

一
）

Ｏ
夜
間
学
校
給
食
実
施
基
準

（同
六
二
）

Ｏ
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
及
び
高
等
部
に

お
け
る
学
校
給
食
実
施
基
準

（同
六
三
）

Ｏ
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準

（同
六
四
）

Ｏ
夜
問
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準

（同
六
五
）

０
特
別
支
援
学
校
の
幼
権
部
及
び
高
等
部
に

お
け
る
学
校
給
食
街
生
管
理
基
準

（田円
一ハ
一ハ
）

Ｏ
在
外
教
育
施
設
の
認
定
等
に
関
す
る
規
定

の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
六
七
）

Ｏ
在
外
教
育
施
設
の
認
定
を
取
消
し
及
び
認

定
の
変
更
を
承
認
し
た
件

（同
六
八
）

Ｏ
統
計
法
の
規
定
に
よ
り
、

旧
専
門
学
校
令

に
よ
る
専
門
学
校
と
同
等
以
上
の
学
校
と

し
て
認
定
す
る
件
を
廃
止
す
る
件

（同
六
九
）

Ｏ
大
型
再
処
理
施
設
放
射
能
影
響
調
査
交
付

金
交
付
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
七
〇
）

Ｏ
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

保
育

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第

一
項
第
四
号
及
び
同
粂
第
二

項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

文
部
科
学

大
臣
と
厚
生
労
働
大
臣
と
が
協
議
し
て
定

め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（文
部
科
学

・
厚
生
労
働

一
）

Ｏ
生
物
学
的
製
剤
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る

件

（厚
生
労
働

一
八
七
）

一・父一九
〇

一九
一

一九
七

一九
八

①
薬
事
法
第
四
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基

づ
き
検
定
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
等
の

一
部
を

改
正
す
る
件

（同

一
八
八
）

Ｏ
要
介
護
認
定
等
基
準
時
間
の
推
計
の
方
法

の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同

一
八
九
）

調
鋼

錮

μ

基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同

一
九

一
）

０
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
第
五
十
四
条

第

二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

の
定
め
る
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同

一
九
二
）

Ｏ
作
業
環
境
測
定
士
規
程
の

一
部
を
改
正
す

る
件

（同

一
九
二
）

Ｏ
作
業
環
境
測
定
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る

件

〈同

一
九
四
）

Ｏ
作
業
環
境
評
価
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る

件

〈同

一
九
五
）

Ｏ
鉛
中
毒
予
防
規
則
第
二
十
二
条
第

一
項
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
の

一
部
を

改
正
す
る
件

（同

一
九
六
）

０
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
八
条
第

一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同

一
九
七
）

０
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
六
条
第

一
項
第

四
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同

一
九
八
）

０
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
十
七
条
第

一
項
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
の

一
部
を

改
正
す
る
件

（同

一
九
九
）

Ｏ
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
五
十
三
条
第

一
項

の
表
令
第

二
十
三
条
第
十

一
号
の
業
務
の

項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
要
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
二
〇
〇
）

Ｏ
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
取
扱
規
程

の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
二
〇

一
）

Ｏ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
粂
第
二
項

第
三
号
口
及
び
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第

二
粂
第

一
項

第
二
号
口
に
の
支
格
率
を
定
め
る
件

（同
二
〇
二
）

Ｏ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
令
第
二
条

第

一
号
及
び
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
率
を
定
め
る
件

（同
二
〇
三
）

Ｏ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
三
粂
第
二

項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
率
を
定

め
る
件

（同
二
〇
四
）

Ｏ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
二
十
八
条
第

一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
率
を
定

め
る
件

（同

二
〇
五
）

Ｏ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
二
十
粂
第
二

項
第
二
号
イ

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

利
率
を
定
め
る
件

（同
二
〇
六
）

〇
確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
粂

第
二
項
第

一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
利
率
を
定
め
る
件

（同
二
〇
七
）

〇
平
成
二
十

一
年
度
雇
用
施
策
実
施
方
針
の

策
定
に
関
す
る
指
針

（同
二
〇
八
）

Ｏ
補
装
具
の
種
日
、

購
入
又
は
修
理
に
要
す

る
費
用
の
額

の
算
定
等
に
関
す
る
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
二
〇
九
）
　

　

　

一一表

Ｏ
介
護
保
険
事
業
に
係
る
保
険
給
付
の
円
滑

な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指

針
の

一
部
を
改
正
す
る
件

（同
二

一
〇
）
　

一言
一

〇
平
成
二
十

一
年
度
に
お
け
る
改
正
前
の
老

人
保
健
法
に
よ
る
保
険
者
の
拠
出
金
の
額

の
算
定
に
関
し
て
厚
生
労
働
大
巨
が
定
め

る
率
及
び
額
を
公
示
す
る
件
（同
二

一
一
）

工実

（以
下
次
の
ベ
ー
ジ

ヘ
続
く
）
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巳
Ⅸ

■
ヤ

壺
キ
営
≧
湛

輝

字
奮

涼
国
，
Ｓ
引
】
チ

ロ
キ
Ｓ
お
申
済
語

絆
酵
Ｓ
軒
隠

材

Ｓ

二

薄

↓
Ｓ

は
■
バ

≡
対
≡

↓
Ｓ

ｒ
ヽ
Ｐ
Ａ

ラ
ド
ラ

ヽ
は

い

や
Ｓ
い
声
Ａ

，
貯
ケ

や
Ｆ

け
首
Ａ

≡
■
≡

あ

と
井

一
う
ｈ
ヽ

，
中
み

遥

い
本

革

に
お

営

い
■

出
串

ｓ
傘

漂
■

５
傘

付

碑

“

幹

け

ぷ

再
ヨ
丼
尊
け
付

野
ラ
Ａ
内
中
小

‘―
と
〓
ミ
「
こ
」

―
書
半
導

Ｐ
Ｏ
打

０
や
お

い
キ

，
い
ヽ
十

Ｏ
ｂ
羊

０
あ
る

―
誤
や
言

―
奏
斗
爵

母

郁
コ
幸
３
寓
ョ
韓

浄
↓
早

い
や
Ｓ

勇
■
み

り
あ
沐

０
■

持
津
讐

け

↓

車

【
中
勝
テ

Ｃ
羊

０
■

０
■

障
】
・
選
麟
詳
瀬
寓
際
ｕ
般
夕
い
出
回
Ｓ
も
耐
旺
【
軍
附
ぶ
母
Ｓ
再
慕
小
発
済
付
球
撃
高
も
い
時
畔
ギ
ぃ
ｏ

的
　
雰
革
Ｓ
出
田
Ｏ
ｕ
け
に
ヽ
再
野
ぶ
び
Ｓ
Ｓ
岡
汚
露
フ
聖
那
導
津
耐
片
も
静
済
は
苦
ぶ
妥
説
Ｓ
出
苗
声
片
ｓ

引
貯
ｕ
す
Ｓ
併
キ
か
。

石
轟
郭
誌
叱
却
雌
離
弥
韓
推
対
押
解
特
雑
百
四
十
五
号
）
第
四
十

一
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
菜
局
方

（平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
八
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

た
だ
し
、

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前

の
日
本
薬
局
方

（以
下

「旧
楽
局
方
」
と
い
う
。

）
に
収
め
ら
れ
て
い
た
医
薬
品

（こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
薬

局
方

（以
下

「新
薬
局
方
」
と
い
う
。

）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

）
で
あ
っ
て
平
成
二
十

一
年
二
月
二
十
日
に

お
い
て
現
に
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の

（薬
事
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に

基
づ
き
製
造
販
売
の
承
認
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
等

（平
成
六
年
厚
生
省
告
示

第
百
四
号
）
に
よ
り
製
造
販
売
の
承
認
を
要
し
な
い
医
薬
品
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
含
む
。

）
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
日
ま
で
は
、

旧
薬
局
方
で
定
め
る
基
準

（当
該
医
薬
品
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。

）
は
新
薬
局

方
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十

一
年
二
月
二
十

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犀
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要

一

第
十
五
改
正
日
本
楽
局
方
生
楽
総
則
の
部
１
の
条
中

「
じ
い
せ
口
く
」
の
次
に

「】
こ
Ｈ
む
回
マ
汁
」
を
加
え
る
。

第
十
五
改
正
日
本
葉
局
方

一
般
試
験
法
の
部
４
．

０
５
微
生
物
限
度
試
験
法
の
条
Ｉ
．

非
無
菌
製
品
の
微
生
物
学
的

試
験

“
生
菌
数
試
験
の
項
中

「キ
　
挿
津
蒔
詰
沖
ｑ
≧
辞
部
Ｓ
闇
ゆ
辞
」
を

「≡
　
辞
き
辞
詳
・
≧
討
韓
Ｓ
酪
ゅ
蒔
渾

磯
掃
辞
準
慕
」
に
改
め
、

同
項
４
，

３
．

陰
性
対
照
の
目
中

「弟
き
ｓ
再
」
の
次
に

「浦
ヨ
ｆ
計
」
を
、

「討
母
貯
子
Ｌ

の
次
に

「詳
博
き
Ｓ
料
報
税
騨
３
碗
き
討
占
ゅ
高
吊
い
罰
図
習
麟
乾
単
粗
ヽ
い
い
・
雅
辞
≡
序
辞
４
源
科
輝
予
押
言
秘

爵
Ｓ
糧
言口
Ｓ
裂
浮
〔
併
予
【
す
料
き
車
ぶ
Ｌ
を
加
え
、

同
条
工
　
非
無
苗
製
品
の
微
生
物
学
的
試
験

”
特
定
微
生
物
試

鞠
抑
顛
榊
路
翔
約
軒
抑
期
的
識
明
鵡
増
柳
ギ
粕

ラ
帥
部
諜
織
巧
払
辞
融
茸
撤
幅
報
沖
軒
酵
静
判
却
ｉ
脱
卿
脚
↓

市
庫
托
坤

２
、

陰
性
対
照
の
日
中

「討
け
辞
ラ
」
の
次
に

「選
時
、Ｓ
Ｓ
糾
報
税
製
じ
゛
き
汁
轟
□＞
再
露
・
ョ
図
蓋
蛸
戦
争
照
料
き

事
　
対
汁
】
悪
辞
準
寮
誹
部
轟
卜
寓
討
詳
Ｓ
ほ
単
Ｓ
型
尊
〔
廿
亨
【
け
料
ぎ
↓
い
Ｌ
を
加
え
、

同
項
４
．

６
　
１
．

試

料
調
製
及
び
加
熱
処
理
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ふＬ
Ｌ
　

賢
〓
挫出
濃
沖
伐
普
譜
淳
隠

薫
野
溝
許
付
的
い
Ｘ
軍
い
Ｂ
Ｆ
受
け
鶏

６
■
＝
酎
輝
ュ
輝
」
高
赳
幸
ｃ
討
持
む
再
昼
韓
斗
湾
翌
挙
討

（簿
滞
営
内申酵

】
卜
）
串
選
虐
車
ぶ
　
聖
溝
Ｇ
汁
説
革
蔚
い
じ
討
八
併
げ
Ｓ
ヨ
Ｆ
Ｌ
も
い
丼
Ｓ
耕
競
言
ゆ
辞
Ｃ
・　
Ｐ
丼
露
醤
杏
な
昼
じ

置
彗
碧
ぶ
・
洋
を
サ
声
う
壁
ご
・
さ
Ｓ

Ｐ
学
再
当
碁
ｃ
け
予

第
十
五
改
正
日
本
薬
局
方

一
般
試
験
法
の
部
４
．

０
５
微
生
物
限
度
試
験
法
の
条
ＩＩ
　
非
無
菌
製
品
の
微
生
物
学
的

試
験

，
特
定
後
生
物
試
験
の
項
４
　
６
　
２
．

選
択
培
養
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

≡
身
〕
　
〕瞬
湾
挿
株

中
ナ
札
討
サ
け
ら
旨
Ｆ
漂
再
辞
揮
遣
郵
ギ
ｍ
離
Ｃ
ハ
再
ギ
ヨ
Ｆ
占
ド
沖
ド
ギ
ォ
【
斉
討
ｆ
討
洋
揮
Ｏ
雛
舌
せ
ロ
ト
す

こ
】
Ｈ
韓
苫
再
熊
隠
げ
一
碧
掛
３
料
手
引
ハ
ど
で
獣
バ
【
島
尋
王
革
林
キ
ぶ
「
爵
洋
さ
・
日
ロ
マ
両
Ｎ
津
マ
坤
マ
辞
苫

高
い
磯
謎
サ
ｓ
軽
さ
Ｃ
】
嘉
抑
Ｂ
料
牟
引
‐ら

さ
―
督
ｄ
ぉ
ぁ
！
苺
弔
富
訴
淋
キ
ぶ
・

第
十
五
改
正
日
本
葉
局
方

一
般
試
験
法
の
部
４
　
０
５
徹
生
物
限
度
試
験
法
の
条
ＩＩ
．

非
無
菌
製
品
の
後
生
物
学
的

試
験

”
特
定
微
生
物
試
験
の
項
４
　
６
　
３
　
判
定
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

↓
０
あ
「

査
討

き
】
鄭
―
向
河
予
挿
蒔
Ｓ
帯
酵

（準
言
い
対
車
ぶ
予
口
再
封
ご
貯
ラ
）

辞
戦
引
罵
は
き
ぶ
，
ｍ
Ｓ
通
け
再
コ
討
赳
輝
僻
引
ラ
慕
調
↓
ぷ
・

ロ
ロ
マ
∝
Ｈ
ヽ
マ
Ｗ
マ
韓
洋
丙
討
腿
済
斡
Ｓ
料
寸
戦
ゃ
観
き
貯
ラ
サ
，

汁
齢
い
Ｆ
車
）
中
Ｓ
績
郵
轟
斗
ュ
浮
一い
ま
お
〕
ぉ
・

第
十
五
改
正
日
本
棄
局
方

一
般
試
験
法
の
部
４
．

０
５
微
生
物
限
度
試
験
法
の
条
Ｈ
　
非
無
菌
製
品
の
微
生
物
学
的

試
験

市
特
定
微
生
物
試
験
の
項
５
‘

推
奨
さ
れ
る
溶
液
及
び
培
地
の
目
中

「回
爵
Ｓ
料
報
薄
降
澪
ｑ
離
肖
寄
辞
功
き
き

弱
」
を

「曽
ゆ
蒔
乾
謂
調
慨
き
き
馬
」
に
改
め
、

同
項
の
表
４
，

０
５
１
Ｈ
ｌ
ｌ
中
Ｘ
Ｌ
Ｄ
（キ
シ
ロ
ー
ス
・
リ
ジ
ン

や

鞘
ぜ
や
い絆
ぷ
町均
い
‐，羊

審
）
津
マ
坤
マ
挿
さ

デ
ソ
キ
ン
コ
ー
ル
酸
）
カ
ン
テ
ン
培
地
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

街
ヽ
ヽ
ミ
い
Ｏ
Ｓ
Ｎ
ミ
や

ｓ
ミ

Ｓヽ
ｉ
ｎ
ヽ

ｏ
●
げ
あ
や

も
ヽ

もヽ
さヽ
０
や
，
０
】
０
く
伊
】、

簿
韻
避
誰華
誰
〕∽ｃ軍
革
もき
電
忌
〓＞事
イ

剣
判
到
調
田
引
村
剰
別
劇
一‐
州
押
摩
法
の
部
４
　
０
６
無
菌
試
験
法
の
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ふ
Ｌ
一
　
精
鴎
討
輝
革

的Ｌ

　

Ｉ
爵
淵
牟

辞
さ
軍
「
洋
Ｓ
持
ｕ
再
茎
姫
↓
ぃ
サ
ヤ
Ｘ
軍
章
洋
辞
語
型
揮
Ｆ
首
ぃ
対
が
尊
い
軍
剖
得
Ｓ
■
爵
革
吾
■
君
当
ハ
い
い

精
輯
副
部
迎
併
官
ぺ
高
年
Ａ
ｇ
い
辞
さ
再
洋
Ｓ
併
廿
６
、
ぃ
ぃ
　
さ
キ
沖
斗
ヽ
こ
ｕ
ｌ
￥
騨
揮
苫
軍

導
掛
蒔
謹
囲
Э

挿
林
付
常
皿
３
併
Ｆ
【
ラ
い
泣
ヽ
、
激
蒔
塗
Ｂ
伊
一料
置
【
い
い

く
へ
に
―
マ

・
き
代
ペ
マ
・
、
ぺ
）
Ｈ
Ｘ
ア
辞
さ
再
・

料
酎
澪
Ｌ
ヽ
刈
辞
琶
球
Ｓ
お
鮮
再
苫
Ｆ
Ａ
予
岱

い
こ
・

討
井
沖
斗
ヽ
こ
出
―
辛
爵
慕
さ

詩
キ
坤
斗
ヽ
こ
ｕ
ｌ
）
辞
部
淳

Ｐ
い
的

ギ
ー
マ
ト
坤
Ｖ

ｏ
ヽ
御
眼

ヽ

マ
坤

マ

時
Ｏ
ｍ

封

舌
斗

７
こ
母
ト

】

万
Ｇ
誌

（―
栄
営
き
＼
岩
丼
）
　

　

　

　

　

　

　

リ
マ
ぶ

。
い

り
０
的

韓
韓
Ｈ
十
栄

（丼
革
キ
）

油坤〕中坤市車「申『中中”弾中帥申お帥巾却湘帥対却中伸帥帥帥巾誠柳韓帥ば掛騨弾晰湘的申巾浦

ごＡ予い乱尋おきが，

‰て
藝
趨
評
繋
銃
軽
襲
ゾ
護
鵡

丼
説
輝
Ｓ
洲
き
拝
聡
哉
寓
Ｓ
【
ぃ
ぃ
ぃ
併
障
辞
≧
Ｂ
Ｆ
部
欝
車
ぷ
・

や
　

軍
さ
澪
α
韓
路
弟
路

Ｓ
募
洲
き
淋
封
戦
翠
じ
゛
き
討
韻
け
軍
・
豆

Ｘ
再
コ
科
型
部
再
古
亨
【
霧
辞
倍
童
Ｒ
ぃ
き
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導
代
ヘ
マ
糧
鬼
ゝ
７
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｓ
，Ｏ
ｍ

沖
単
ヽ
こ
山
―
や
揮
半
す
こ
時
労
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。，ぃ
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

河
露
単
単
ヽ
」
尊
―
導
揮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ＯＬ
日
Ｆ

マ
Ｌ
ヽ
こ
マ
覇
部

（
口
↓
ち
８
ｙ

誼
寄
営
濃
　
　
　
　
Ｐ告
己
ビ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
々

■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】ｇ
。吾
Ｆ

小
・
淋
軒
申
斗
ヽ
こ
回
…
ヽ
韓
無
苫
軍
灘
洲
沸
キ
引
村
岩
―
掛
ｄ
Ａ
導
群
キ
ぶ
・

いＬ
，

く
へ
氏
―
マ

・
浮
代
ヽ
マ

・
ヽ
ヽ
く
「
Ｘ
ア
韓
津

ヽ
ヽ
電
―
マ

・
導
代
ヽ
マ

・
ゝ
ヽ
く
Ｈ
Ｘ
７
挿
津

導
乱
ヘ
マ
艦
弟
ヽ
ア
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】、
・ｏ
ｍ
　
　
　
・

ヽ
へ
Ｘ
肥
力
ゝ
７
Ｖ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぃ
・０
∞

断
や
】

ア
こ
守
卜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
。ヽ
価

こ
マ
選
氷
糾
――
ヽ
こ
せ
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぃ
・卸
ｍ

ヽ
材
せ
海

（―
丼
営
き
＼
滑
弟
）
　
　
　
　
　
　
　
Ｎ
ｂ
＼
ぃ
ｂ
鴫

洋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸患
。魯
Ｆ

討
Ｗ
対
Ｆ

く
ヽ
電
‥
マ

・
導
代
ヽ
マ
・
ヽ
へ
Ч
Ｈ
済
す
報
洋
再
・
さ
マ
崩
ボ
Ａ
軒
舶
対
ぃ
，

ぃ
挿
隷
韓
ぬ
湘
的
錦
浮
戸
爵
け
】
ぶ
ｒｔ
併
・
口
Ｓ
灘
揮
再
・
選
神
Ｓ
治
酎
挑
揮
柵
き
一球
高
】
沌
再
離
奇
ご
バ
謝
む
付
併

革
バ
い
か
，

消
離
辞

挿
さ
Ｓ
Ｉ
当
時
Ｅ
回
酎
ぷ
部
↓
か
併
備
‘
辞
鮮
Ｓ
Ｓ
態
灘
付
職
じ
野
ラ
・

『抑諦細干購抑滞釧弾料船翔獅辞職抑湘弾眸鎌岬呻討革津Ｓいあヽ
沖寓Ｕ予Ａ掛部時奇もｆｌ付，首き

併
難
肝
韻
学
付
対
持
ョ
ー
戸
ド
引
キ
・

爵
キ
■
斗
ヽ
こ
ｕ
ｌ
￥
騨
訴
き
、
臣
・
洋
討
引
キ
特
灘

（岸０一Ｑ
料
】】
引
）
Ｓ
惑
服
き
付
部
部
叫
い
，
【
苦
代
き
Ｓ

離
＝
き
【
と
ご
Ａ
露
遭
、
Ｓ
部
き
撹
韓
郎
コ
予
ぷ
ヽ

命
６ヽ４
ヽ
ヽ
き
ミ
毬
Ｒ
ｓ鳩
ｓ
，

ヽ
終
ミ
き
さ
忌
品
ミ
さ
札
Ｓ
態

斡
Ｓ
Ｓ
、Ｒ
ｓＲ
昼
ヽ
ヽ
ミ
ぉ

く
ヽ
Ｒ
Ｉ
ヤ
・
半
化
ヽ
マ

・
ゝ
へ
く
Ｈ
猟
ア
辞
岸
戸
再
・
洋
戸
洲
車
や
洋

（基
一
ｏ
Ｈ
ｃ
受
引
）
Ｓ
群
岸
き
付
捕
酬
キ

い
・
ホ
芦
札
営
Ｓ
韓
肝
さ
再
津
Ｃ
Ａ
軍
聖
、
Ｓ
ぷ
洋
崩
韓
郎
コ
予
Ｎ
・

卜
も
ミ
既
ミ
Ｓ
ヽ
き
ミ

時
ヽ
■
ミ
ミ
■
ミ
産
ミ
沸

ｎ
Ｓ
ミ
Ｌヽ
ヽ
登
ｓ
持
ｓ
さ
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

当
母
Ｓ
輸
ゆ
再
的
回
苺
・
瓶
珊
Ｓ
甑
け
弱
匂
□
田
郎
ふ
討
代
対
磯
卜
蒔
予
Ａ
辞
雛
キ
い
‘

対湘輔湖岬際弗畔車デ双田
”脚ド陣湘淵剣岬酬椰」求「い］蒔寺申一］伸市ギ中中中抑中「併打片じ，

球
梓
き
Ｓ
通
耐
哉
掛
調
Ａ
還
観
サ
何
轟
対
巾
き
討
翫
ゆ
本

郎
卜Ｌ
ＯＩ
中　
難
さ
辞
語
副
浮
沖
α
対
帯
Ｓ
臣
ｎ
辞
隅
隅
臨
陥
憚
』
牌
ｋ
隅
降
肥
麟
樫
瞬
１
１
１
１
１

将
料
辞
琶
醐

Ｓ
鷺

一”中中中『中一一　一孝車牢一̈中中中中一・中”中『中中中い。一”中中一口中中中中一一】命】ま的　中中い中

器

卸

韓

濃

軸

ヽ
さ

ζ

ｓ
ヽ
や
終

ヽ
お

＞
革
命
ド
置
畏
‘

０
電

さ
ふ

中
鳥
お

り
憩

Ｘ
再
岳

尋

Ｐ
置
培
・
吾
尋

μ
偽
博

肥評
き
ミき
蕩

卜
毬
ミ
■
ミ
崩
ミ
終ヽ
ヽ

寿”””　い”ヽ
中中一　孝中学”　い中”い一　中中　い的い【やげい学。中車【ω中中”Ｏｏ対

ド
・

＝
爵

Ｓ
爵
い
辞
難
澪

常
下
離
力

い
湖
測
五
】
準
再
Ｌ
押
　

捜
部
Ｓ
消
囲
騨
揮
」

Ｓ
飼

〔
洲

ご
汁
球

軒

付
・

ｕ
・

】
マ
Ч
対
マ
Ｈ
ヽ
半
】
ｉ
辞

難
揮
討
癖
併
き
討
耕
韓
Ｓ
矛
悌
き
い
い
首
ご
計
鮮
・

Ｓ
付
ぶ
厳
ギ
ホ
・

爵
韻
高
□
こ
球
部
内
群
簿
付
奇

抑
お
田
Ｄ
群
警
爵
再
赳
部
ョ
球
評
伸
ｇ
００
「
ビ
】
引
首
沖
討
゛

国
締
軒

糾
野
再
癖
併
き
辞
蛸
期
Ｓ
３
鰐
き
串
辞
岸
一仲
曽
卜
沖
ぶ
・
難
即
遜
囲
韓
Ｓ
０
０
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